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議事日程 令和７年３月１２日 午前９時開会 

 日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 日程第２ 付託議案の審査について 

      議案第 ２号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第７

号）について（所管部分） 

      議案第 ６号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町下水道事業会計補正予算

(第３号）について 

      議案第 ７号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計補正予算(第

２号）について 

      議案第 ８号 木曽岬町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の

制定について 

      議案第 ９号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条

例の制定について 

      議案第１０号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定について 

      議案第１３号 デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定について 

      議案第１４号 木曽岬町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第１７号 木曽岬町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

      議案第１８号 木曽岬町農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

      議案第１９号 木曽岬町水道事業の水道の布設工事監督者を配置する対象工

事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第２０号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算について 

      議案第２４号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計予算につ

いて 

      議案第２５号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町下水道事業会計予算につい

て 

      議案第２６号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計予算について 

      議案第２７号 木曽岬町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

の制定について 

本日の会議に付した事件 
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 議事日程と同じ 

出席委員（５名） 

    委員長  鎌 田 鷹 介      副委員長  伊 藤   守 

         古 村   護           服 部 芙二夫 

         三 輪 一 雅            

欠席委員（１名） 

 後 藤 紀 子 

委員外出席議員（１名） 

    副議長  伊 藤 好 博 

議場出席説明者 

 町 長 加 藤  隆 副 町 長 森  清 秀 

 会 計 管 理 者 藤 井 光 利  総務政策課長  小 島 裕 紹  

 住 民 課 長 伊 藤 正 典 建 設 課 長 伊 藤 雅 人 

 産 業 課 長 中 山 重 徳  税 務 課 長 神野美紀恵  

 危機管理課長 坂 倉 丈 夫 総務政策課長補佐 中 里 満 博  

 総務政策課長補佐 武田みゆき 建設課長補佐 服 部 寿 之  

 税務課長補佐 中里真由美 危機管理課長補佐 伊 藤 規 生  

事務局出席職員 

 書 記  事務局長  多 賀 達 人  議会事務局  鈴 木 琴 音  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

                            午前 ９時 ０分開会   

○委員長（鎌田鷹介議員） おはようございます。 

 本日は、総務建設常任委員会を招集させていただきましたところ、委員の皆様には、何

かとご多用の中、ご出席を賜りありがとうございます。また、加藤町長をはじめ執行部の

皆様にもご出席いただき、ありがとうございます。 

後藤紀子委員は、所用により欠席との連絡を受けておりますのでご報告させていただき

ます。 

本日の総務建設常任委員会は、令和７年第１回定例会で付託されました１６議案を審査

する重要な委員会でございます。議案審査には慎重審査いただきますとともに、委員会運

営に当たりまして、皆様のご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 本日の委員会の出席委員数は５名です。よって、委員会条例第１４条の規定により、定

足数に達しておりますので、総務建設常任委員会を開会いたします。 

 次に、本日の書記の指名を行います。 

 委員会条例第２７条の規定により書記には多賀議会事務局長を指名したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 
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          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、書記には多賀議会事務局長を

指名します。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元のタブレットご覧のとおりでございます。 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

○委員長（鎌田鷹介議員） 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

 本日の会議録署名委員は、服部芙二夫委員、三輪一雅委員のご両名を指名したいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、服部芙二夫委員、三輪一雅委

員のご両名の方、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の議案審査に入ります。 

 はじめに、加藤町長より議事日程の説明を求めます。 

○町長（加藤 隆町長） 改めて、皆さん、おはようございます。 

 厳しい寒さが続いて、各地は大雪に見舞われておりましたけれども、さすがに、３月に

入って日ごとに日差しが和らぎ、今日も穏やかな朝を迎えております。そういった中で、

本日は木曽岬町議会、総務建設常任委員会を招集・開会をいただきましたところ、委員の

皆さま方、後藤議員はご欠席ですが、他の委員さんにおかれましては、そしてまた副議長

さんにもご出席をいただいております。早朝からご出席、誠にありがとうございます。 

今期定例会を去る３月の５日に木曽岬町議会の令和７年の第１回木曽岬町議会を招集・

開会をいただいて、初日に執行部から２６議案と諮問案件１件、合わせて２７件を提出さ

せていただき、初日に、諮問案件につきましては、ご承認をいただきました。他の２６議

案につきましては、総務建設常任委員会、本日の常任委員会と、一昨日、１０日の日には

教育民生常任委員会、それぞれ付託をいただきまして、すでに教育民生常任委員会では、

付託をいただきました全議案、承認をいただいたところでございます。 

本日、総務建設常任委員会におきましては、１６議案の付託をいただきました。 

本日審議をいただく議案につきましては、議事日程にございますように、議案第２号に

つきましては、令和６年度の町一般会計補正予算、第６号につきましては、同じく下水道

事業会計、第７号につきましては、同じく水道事業会計、それぞれの令和６年度の補正予

算案件３件でございます。 

議案第８号につきましては、職員の給与に関する条例、第９号につきましては、職員の

勤務時間休暇等に関する条例、第１０号につきましては、改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例、第１３号につきましては、デジタル化社会形成基本法等の改正

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例、第１４号につきましては、非常勤消
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防団員に係る退職報償金の支給に関する条例、第１７号につきましては、公共下水道事業

条例、第１８号につきましては、農業集落排水処理施設の管理に関する条例、第１９号に

つきましては、水道の布設工事監督者を配置する対象工事並びに布設工事監督者及び水道

技術管理者の資格基準に関する条例、第２７号につきましては、木曽岬町の消防団員等公

務災害補償条例のそれぞれの条例改正案が、合わせて９議案９件でございます。 

議案第２０号につきましては、令和７年度木曽岬町一般会計予算、議案第２４号につき

ましては、同じく土地取得特別会計、第２５号につきましては、同じく下水道事業会計、

第２６号につきましては、同じく水道事業会計、それぞれの令和７年度の会計予算案件が

４件でございます。 

本日の委員会では、合わせて１６議案をご審議をいただくところでございます。後程そ

れぞれの担当課の方から、詳細に説明をさせていただきますので、十分に慎重審議を尽く

していただきますようにお願いを申し上げ、議事日程の説明とご挨拶に代えさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。ご苦労様です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 加藤町長の議事日程の説明が終わりました。 

 それでは、お手元タブレットの日程に従い、会議を進めさせていただきます。 

日程第２ 付託議案の審査について 

○委員長（鎌田鷹介議員） 日程第２、付託議案の審査についてを議題とします。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第２号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町一般

会計補正予算（第７号）についての所管部分、議案第６号、令和６年度三重県桑名郡木曽

岬町下水道事業会計補正予算(第３号）について、議案第７号、令和６年度三重県桑名郡

木曽岬町水道事業会計補正予算(第２号）について、議案第８号、木曽岬町職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第９号、職員の勤務時間、休暇

等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第１０号、刑法等の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第１３号、 

デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定について、議案第１４号、木曽岬町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関

する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１７号、木曽岬町公共下水道条例

の一部を改正する条例の制定について、議案第１８号、木曽岬町農業集落排水処理施設の

管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１９号、木曽岬町水道事

業の水道の布設工事監督者を配置する対象工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者

の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２０号、令和７年

度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算についての所管部分、議案第２４号、令和７年度三

重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計予算について、議案第２５号、令和７年度三重県桑

名郡木曽岬町下水道事業会計予算について、議案第２６号、令和７年度三重県桑名郡木曽



 - 5 - 

岬町水道事業会計予算について、議案第２７号、木曽岬町消防団員等公務災害補償条例の

一部を改正する条例の制定についての１６議案であります。 

ここでお諮りいたします。 

付託議案の審査方法につきましては、先に１件ごとに全議案を審査することとし、その

後、討論、採決についても１件ごとに行いたいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 

 それでは、付託議案の審査に入ります。 

 はじめに、議案第２号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第７号）

についての所管部分を議題といたします。 

 事務局に説明を求めます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） それでは、議案第２号、令和６年度三重県桑名郡木曽

岬町一般会計補正予算（第７号）について、ご説明を申し上げます。 

 議案第２号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町の一般会計補正予算（第７号）は、次に

定めるところによるというものでございます。 

 第１条第１項では、既決予算額から歳入歳出それぞれ３億６００万円を減額いたしまし

て、予算の総額を３５億４，６００万円とし、第２項では、補正の款項の区分及び区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出の予算の金額を第１表、歳入歳出予算補正に定めること

を規定しているものでございます。 

 なお、繰越明許費につきましては、第２表、繰越明許費補正で五つの事業について金額

をお示しし、債務負担行為につきましては、第３表の債務負担行為補正で一つの事項につ

いて、期間及び限度額をお示ししております。 

また、地方債につきましては、第４表の地方債補正で五つの起債の目的につきまして、

それぞれの補正後の限度額をお示ししておりますので、ご確認をお願いいたします。 

それでは、次に、令和７年度３月補正予算の予算事業概要書にて説明をさせていただき

ます。 

今回補正をお願いしようとする会計は、一般会計と国民健康保険特別会計をはじめとす

る三つの特別会計及び二つの事業会計の計６会計で、その補正の額は、一般会計で３億６

００万円を減額、三つの特別会計で５，４６１万４，０００円、下水道事業会計で７，４

５２万４，０００円をそれぞれ増額するとともに、水道事業会計で５４７万３，０００円

を減額いたしまして、全体での補正後の予算額を６１億１，３１９万２，０００円とする

ものでございます。 

今ご覧いただいてる資料には、一般会計と三つの特別会計及び二つの事業会計それぞれ

の補正予算の要点を記載させていただいております。 
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まずはじめに、歳入の要点についてでございます。 

このたびの補正では、１１の款におきまして、それぞれ所要の補正を行っております。

はじめに、町税では、収入見込みによりまして、法人税割及び市町村たばこ税で増額を行

っております。 

続く、法人事業税交付金では、決算見込みにより増額を行い、地方交付税では、交付決

定に伴い増額を行っております。 

続く、分担金及び負担金では、決算見込みによりまして、保育料やこども園副食費など

で減額を行い、使用料及び手数料では、決算見込みによりまして、自主運行バス使用料な

どで減額を行っております。 

続く、国庫支出金及び県支出金では、対象事業に対する交付額の決定がなされたことか

ら、それぞれの科目で減額を行い、寄附金では、決算見込みによりまして、ふるさと応援

寄附金や一般寄附金で増額を行っております。 

続く、繰入金では財政調整基金などからの繰入金で減額を行い、諸収入では、雑収入で

増額。また、町債では、対象事業の事業費精査によりまして、増額を行っております。 

以上が、歳入の主な内容となります。 

次に、歳出の要点についてでございますが、このたびの補正予算では、科目全体にわた

りまして人件費及び各種事業の精査を行っているほか、１１の款におきまして、それぞれ

所要の補正を行っております。 

本資料ではそれの概要につきまして記載をさせていただいております。後程、人件費以

外の科目につきましてその詳細を担当課ごと、事業ごとに説明をさせてだきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

また、本資料では、特別会計及び企業会計の補正予算内容につきましても記載をさせて

いただいておりますので、ご確認をお願いいたします。 

それでは、一般会計の補正予算につきまして、歳出予算書、事業説明を用いまして、総

務政策課より順に説明をさせていただきます。 

事業名、ふるさと木曽岬応援事業費、補正予算額は２，０００万円でございます。寄附

金額の決算見込みによりまして、ポータルサイトにかかる業務委託料、また基金積立金

で、それぞれ増額をするものでございます。 

続きまして、庁舎等施設維持管理費経費、補正予算額は１６２万６，０００円の減額で

ございます。エレベーターの保守点検業務及び空調点検や清掃業務などの庁舎管理委託業

務の完了に伴いまして、減額を行うものでございます。 

続きまして、事業名、地域まちづくり推進事業費、補正予算額は１００万円の減額でご

ざいます。各地区の活動実績に伴いまして減額をするものでございます。令和６年度にお

きましては、３６自治会のうち、３３の自治会から交付申請を受けているような状況でご

ざいます。 
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続きまして、事業名は木曽岬干拓事業推進費、補正予算額は６４７万８，０００円の減

額でございます。干拓地の企業立地奨励金の額の確定に伴いまして、減額を行うものでご

ざいます。 

続きまして、事業名は区長会関係経費、補正予算額は４３万５，０００円の減額でござ

います。行政調査員報償費の精算及び区長会研修の未実施に伴いまして、これらの関係経

費を減額するものでございます。 

続きまして、事業名は都市計画総務費、補正予算額は１４２万５，０００円の減額でご

ざいます。都市計画審議会の開催回数の精査及び都市計画基礎調査業務の委託業務の完了

に伴いまして、減額をするものでございます。 

以上、総務政策課所管分でございます。 

○住民課長（伊藤正典課長） 続きまして、住民課所管分の説明をさせていただきます。 

事業名、戸籍住民基本台帳費、補正予算額３９５万４，０００円の減額でございます。

住基ネットワークシステム委託料は北勢広域の８市町で共同運用する機器について、シス

テム標準化移行に対応するため、単独運用とする費用でこの運用開始が本年１月となった

ことなどにより減額をさせていただくものでございます。財源内訳の補正は、設計システ

ムの標準仕様に対する国庫補助金として１，０２９万６，０００円を追加するほか、予定

したふるさと応援寄附金の繰入金を減額するものでございます。 

続きまして、事業名、個人情報カード事業費、補正予算額４４万４，０００円の減額で

ございます。手数料はマイナンバーカードの再発行に係るもので、その他の事業は精査に

よるものでございます。 

住民課所管分は以上でございます。 

○産業課長（中山重徳課長） 続いて、産業課所管分について説明させていただきます。 

事業名、多面的機能支払事業費、予算額は７１万５，０００円の減額でございます。負

担金補助及び交付金の多面的機能支払事業交付金について、本年度交付金の確定に伴い、

この事業に対する負担金を、歳入歳出ともに減額補正するものでございます。 

事業名、地籍調査事業費、補正予算額は１６１万２，０００円の減額でございます。委

託料について、地籍調査事業に係る補助金である地籍調査費負担金が、国費ベースで減額

となったことに伴い、国の三重県への割り当ても減額となったことから、この事業に対す

る予算を、歳入歳出ともに減額補正するものでございます。 

事業名、湛水防除費、補正予算額は１，２３６万円の増額でございます。負担金補助及

び交付金について、県営湛水防除事業に係る補正分の内示がございましたので、この事業

費に対する負担金を増額するものでございます。 

事業名、地域用水機能増進事業費、補正予算額は２３７万３，０００円の減額でござい

ます。需用費につきまして電気代や修繕料に要する経費を、また、委託料につきまして

は、幹線排水路やポケットパークの維持管理に要する経費を精査し、減額補正するもので
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ございます。 

事業名、用排水施設整備費、補正予算額は９９６万３，０００円の増額でございます。

負担金補助及び交付金につきまして、県営用排水施設整備事業に係る補正分の内示がござ

いましたので、その事業費に対する負担額を増額するものでございます。 

事業名、観光費、補正予算額は２５３万４，０００円の減額でございます。使用料及び

賃借料は、木祖村との交流事業であります木曽川源流夏祭りに係る車借上料などの精査に

より減額し、委託料は、町道鍋田川線の桜の管理に要する経費を精査し、減額補正するも

のでございます。 

 以上でございます。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 続きまして、建設課所管分になります。 

 事業名、農業集落排水事業費１，４５０万円を減額するものでございます。下水道事業

会計の農業集落排水事業に対する補填財源でございまして、事業費の精査により減額する

ものでございます。 

 事業名、土木総務費３０万円を減額するものでございます。環境衛生改善機器等整備補

助金の確定見込みにより減額するものでございます。 

 事業名、道路橋梁維持費３３６万７，０００円を減額するものでございます。各事業の

精査を行ったもので、各種の業務及び工事の精査に伴い減額するものでございます。 

事業名、道路新設改良費２，２００万円を増額するものでございます。国の補正予算の

内示に伴い、道路改良工事費を増額するものでございます。 

 事業名、河川総務費４０万円を減額するものでございます。同盟会と要望活動の精算に

より旅費の減額、また、国からの受託事業である木曽川堤防除草業務委託料の事業完了に

伴い減額を行うものでございます。 

 事業名、公共下水道費１，１５０万円を減額、下水道事業会計の公共下水道事業に対す

る補填財源でございまして、事業費の精査により減額をするものでございます。 

 事業名、公園費２２９万円を減額するものでございます。各公園の電気料の精査、また

グルービーパークの管理委託業務であります都市公園管理業務委託料について、完了見込

みによる減額を行うものでございます。 

 事業名、住宅管理費７０２万８，０００円を減額するものでございます。木造住宅耐震

補強関係事業及び空き家対策総合支援事業の実績に補正を行うものでございます。木造住

宅関連の補助金において、今年度は耐震診断７件の申請であったことから耐震業務委託料

において増額、耐震補強関係事業及び空き家対策総合支援事業など、それぞれの補助金に

おきましては実績により減額を行うものでございます。 

 建設課所管分については以上でございます。 

○会計管理者（藤井光利会計管理者） 引き続き、会計課所管分について説明させていた

だきます。 
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 事業名、会計管理費については、補正予算額１００万円を減額するものでございます。

そのうち、振込手数料の科目において、公金の収納に係る各金融機関の窓口手数料などの

実績の見込みに関し、減額補正をするものでございます。 

会計課所管分の説明は以上でございます。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 続きまして、危機管理課所管分についてご説明させて

いただきます。 

 事業名、高度情報処理対策費、補正予算額１億８，５７２万６，０００円の減額でござ

います。自治体情報システム標準化対応に関するスケジュールを見直したことに伴い、事

業実施期間を令和７年度末から１年延長するとともに、クラウド利用方針の変更に伴い、

ガバメントクラウドではなくベンダークラウドを利用することとしたため、自治体情報シ

ステム標準化対応業務委託と、ガバメントクラウドの回線利用料の減額を行うものでござ

います。また、委託料の減額に伴い、歳入のふるさと応援寄附金基金繰入金を５，８６０

万円、デジタル基盤改革支援補助金を８，５２９万７，０００円減額するものでございま

す。 

事業名、交通安全対策経費、補正予算額８９万７，０００円の減額でございます。早朝

街頭指導などの実績見込みによる報償費の減額、県道木曽岬弥富停車場線の中和泉地区に

おける区画線工事完了に伴う工事請負費の減額を行うものでございます。 

事業名、消防団活動費、補正予算額１２６万３，０００円の減額でございます。消防団

員の出動報酬と年額報酬の決算見込みによる報酬の減額、外部研修の参加実績に伴う旅費

及び負担金の減額を行うものでございます。 

事業名、災害対策経費、補正予算額１００万円の減額でございます。防災情報無線機器

設備部分更新業務委託と、防災行政無線屋外拡声子局蓄電池交換業務委託の事業費精査に

よる委託料の減額を行うものでございます。 

議案第２号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第７号）の説明につ

きましては、以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。 

 なお、質疑の回数は一議題につき、１人３回までとなっておりますので、ご承知おき願

います。 

それでは、ご発言される方は手を挙げられ、委員長の許可に基づき発言されますようよ

ろしくお願いいたします。 

ご質疑よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） ３ページです。ふるさと納税寄附金の関係で、今回補正が上が

ってまして、今回２，０００万円が補正されてくるわけですけども、その中で、業務委託

料と、基金積立金の割合を見ると、２，０００万円に対して、６，０００万円弱というこ
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とで、基本的に３割程度の返礼品と、そこに、私の考え方が間違っているかもしれません

が、業務委託しているので業務委託料とそれから返礼品の額と合わせて３０％程度だった

ですか、そこを確認したいです。別の部分で大体４０％ぐらいのイメージが私の中にあっ

たので、その確認をしたいということが一つです。 

９４ページで、今回システム料自体が全体的にかなり減額になりました。この中にクラ

ウド利用方針変更による減とありますが、かなりの減ということで、もっと詳細に、どう

いう意味合いで各々が安くなったのか、その２点お聞きしたいと思います。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） まず、ふるさときそさき応援寄附金の関係でございま

すけれども、事務費の割合は基本的には５０％ということが示されておりまして、先ほど

委員仰っていただいた３０％は、返礼品の金額決定のときの割合でございます。 

今回の補正予算でございますけれども、まず、当初予算は８，０００万円の寄附額を見

込んでおりました。それに対しまして、実績に基づきまして、補正予算上は寄附額を９，

５００万円の寄附があると見込んでおります。 

しかしながら、歳出の方は、９，５００万円を超えてしまったときに、返礼品が送れな

い状況があったりとか、委託料が払えない状況があるといけませんので、歳出では１億円

の寄附金に対応できるような予算金額設定をしております。そこでのずれが生じていると

いうことでございます。 

ちなみに申し上げますと、２月２８日現在で寄附額は９，９７４万４，０００円になっ

ていますので、概ね１億円になってるということでございます。 

以上です。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 高度情報処理対策費の減額の詳細についてですけれど

も、役務費と使用料に関しましては、ガバメントクラウドの回線利用料とガバメントクラ

ウドの利用料、それぞれ計上させていただいておりましたが、今回、ベンダークラウドを

活用するということに見直しを行いましたので、イニシャルの段階でガバメントクラウド

に関する経費というのが、全部不要になったということで、皆減をさせていただいており

ます。 

あと委託料に関してですけれども、国におけるシステム開発の遅れが原因ということ

で、事業実施期間を１年延長させていただいたところで、今年度、システム構築というと

ころまで予定はさせてもらっていたのですけれども、今年度に関しては、標準準拠システ

ムに即した帳票の設定などの運用の設計部分を、各業務の所管されている課との調整、こ

ういった経費部分だけで補正をさせていただいております。 

来年度以降、システム構築、運用設計とかシステムのテストやデータ移行、こういった

ことを取り組んでいくこととしております。 

危機管理課からは以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 
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○委員（三輪一雅議員） ９４ページのシステム関係の説明を受けたのですが、業務委託

も来年度以降ということをおっしゃったのですけれど、基本的に来年度中には、これは完

了すると考えたらよろしいのですか。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 当初の予定が、７年度末ということを予定しておりま

したが、１年延長させていただいたということで、今のところは８年度に移行が完了する

という予定でおります。ただ、これも全体的な国の動向もありますので、今後さらに延長

する可能性というのはありますけれども、現時点では、８年度完成に向けて取り組みを進

めているところでございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） 結構です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、ご質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ご質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第６号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町下水道事業会計補正予算（第３号）

についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○建設課長補佐（服部寿之課長補佐） 議案第６号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町下

水道事業会計補正予算（第３号）についてでございます。 

第１条、下水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによるものでござい

ます。 

第２条では、収益的収入及び支出の補正予算として、収入支出それぞれ２，３０６万

４，０００円減額し、事業収益を４億２，４９０万５，０００円に、事業費用を４億２，

６９０万５，０００円とするものでございます。 

第３条では、資本的収入及び支出の補填財源として、資本的収入を９，８９７万８，０

００円増額し２億１，６５９万６，０００円に、資本的支出を９，７５８万８，０００円

増額し２億８，０５２万９，０００円とするものでございます。 

続きまして、予定キャッシュフロー計算書でございます。当該年度における現金の増減

を業務活動、投資活動、財務活動に区分して表した計算書となります。現金の獲得や支払

い能力、資金に関する財務情報を表しています。下から３行目では、資金の増減額を記載

しており、令和６年度末に資金が２０３万４，０００円増加し、最下段、資金期末残高が

１億３，２１万１，０００円になることを示しております。 

次に、詳細につきまして、歳出予算書、事業説明にてご説明させていただきます。 

事業名、管渠費、２７６万６，０００円を減額するものでございます。管路清掃業務、

ＧＩＳデータ整備業務において、完了見込み精査による減額を行うものです。 

事業名、処理場費、１，６８３万３，０００円を減額するものでございます。処理場の
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管理業務や電気料、汚泥処理委託料において、完了見込み精査による減額を行うもので

す。 

事業名、総係費３４２万円を減額するものでございます。料金改定支援業務、維持管理

適正化計画策定業務において、完了見込み精査による減額を行うものです。 

事業名、施設費９，７５８万８，０００円を増額するものでございます。各種業務工事

において、完了見込み精査による減額、また、国庫補助金の内示に伴い、東部地区クリー

ンセンターのストックマネジメントや耐震補強工事費などを増額するものです。 

以上で、下水道事業会計補正予算（第３号）についての説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。 

 よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ご質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第７号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計補正予算（第２号）

についてを議題といたします。 

 事務局に説明を求めます。 

○建設課長補佐（服部寿之課長補佐） 議案第７号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町水

道事業会計補正予算（第２号）についてでございます。 

 第１条、水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによるものでございま

す。 

第２条では、収益的支出の補正予算として、事業費用３１３万６，０００円を減額し、

２億８９１万１，０００円とするものでございます。 

第３条では、資本的収入及び支出の補正予算として、資本的収入では２０９万円を減額

し、５７万２，０００円とするものでございます。資本的支出では２３３万７，０００円

を減額し、１，９３４万２，０００円とするものでございます。 

続きまして、予定キャッシュフロー計算書でございます。当該年度における現金の増減

を業務活動、投資活動に区分して表した計算書となります。現金の獲得や支払い能力、資

金に関する財務情報を表しています。下から３行目では、資金の増減額を記載しており、

令和６年度末の資金が１，４１１万６，０００円減少し、最下段、資金期末残高が９億

４，１１８万１，０００円になることを示しております。 

次に、歳出予算書の事業説明をご説明させていただきます。 

事業名、原水及び浄水費１０３万６，０００円を減額するものでございます。水道施設

の電気料金、各種業務及び工事の実績による減額、また直近までの実績から、県水の受水

費を増額するものです。 
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事業名、消費税２１０万円を減額するものでございます。消費税の確定申告額の見込み

により減額するものです。 

事業名、施設費２３３万７，０００円を減額するものでございます。布設替工事の完了

により減額を行うものです。 

以上で、水道事業会計補正予算（第２号）についての説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。 

 よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ご質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第８号、木曽岬町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

〇総務政策課長（小島裕紹課長） それでは、議案第８号、木曽岬町職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。 

 木曽岬町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとす

るというものでございます。 

 下段、提案理由でございます。 

令和６年の人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与に関する法律の改正がされたため、

関係条例の規定の整備を行うものである。これに基づく木曽岬町職員の給与に関する条例

等の一部を改正するについては、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議

決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由であるというものでございます。 

このたびの改正は、人事院勧告で示されました、１、人材確保への対応、２、組織パフ

ォーマンスの向上、３、ワークスタイルやライフスタイルの多様化への対応、この三つの

課題に対応するため、給与制度の見直し、いわゆる給与制度のアップデートに関連する措

置を講ずるために行うものでございます。 

それでは、新旧対照表にて説明をさせていただきます。 

はじめに、木曽岬町職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。第８条

の扶養手当では、配偶者の働き方に中立な制度に向かう社会状況の変化や、子を有する職

員に対する生計費の補填を充実させる、このことを目的に、配偶者の扶養手当を廃止と

し、子一人当たりの扶養手当を現行の１万円から１万３，０００円に引き上げを行うもの

でございます。 

次に、最下段でございます。第９条の２地域手当、こちらにつきましては、支給地域の
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単位が、これまでの市町村単位から県単位へと広域をされました。いわゆる地域手当の大

くくり化が行われたことによりまして、三重県における支給割合が４％と規定されたこと

から、当町の地域手当につきましても、現行の３％から４％へと改正をするものでござい

ます。 

次に、第１０条、通勤手当では、支給限度額が１５万円に引き上げられたことから、当

町の通勤手当につきましても、これまでの支給限度額５万５，０００円から１５万円に引

き上げを行うものでございます。 

続く、第１０条の２、単身赴任手当では、これまで、学校の先生や国家公務員、他の地

方公務員であったものが、引き続き町の職員となった場合にのみ支給できるとしていたも

のを、国と同様に、新規採用時から支給をできるようにするというものでございます。 

次に、第１６条の３、管理職員特別勤務手当でございます。こちらでは、管理職員に対

しまして、特別勤務手当が支給できる勤務時間対応をこれまで平日の午前０時から午前５

時までとしていたものを、午後１０時から翌日の午前５時までに対象時間を拡大するとと

もに、一定の勤務につきましては、手当額を５割り増しにするというものでございます。 

次に、第１８条の２、特定の職員についての適用除外では、定年前再任用短時間勤務職

員に対しまして、現在支給がされていない手当のうち、住居手当を支給できるようにしよ

うとするものでございます。 

次に、最下段、別表第１（第３条関係）の行政職給料表につきましては、人事院勧告に

従った改正を行うもので、係長級以上の給料月額の最低水準の引き上げを行おうとするも

のでございます。 

次に、木曽岬町任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてでございます。第

４条の特定任期付職員の給与の特例では、特定任期付職員の期末手当の率を１００分の９

５、勤勉手当の率を１００分の８７.５をそれぞれ支給できるようにするための改正でござ

います。 

次に、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例及

び木曽岬町職員の育児休業等に関する条例、この二つの条例の改正では、木曽岬町職員の

給与に関する条例の第９条の廃止に伴いまして、改正をするものでございます。 

ページ条例本文に戻りまして、附則でございます。この条例は令和７年４月１日から施

行するというものでございます。 

なお、説明をさせてだきましたそれぞれの手当の改正につきましては、２年間で段階的

に実施していくという方向性が示されているものもあることから、これらの経過措置につ

きましても、それぞれ附則で規定をさせていただいてるものでございます。ご確認、よろ

しくお願いいたします。 

以上、木曽岬町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての説明

でございます。よろしくお願いいたします。 
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○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。 

ご質疑よろしいでしょうか。 

○委員（古村護議員） １８ページになります。先ほど最後に説明してくれたように、扶

養手当の関係第８条関係ですけども配偶者に係る扶養手当はなしになる。それから、これ

に対する扶養手当は、引き上げを行うと。これは人事院の方の給与制度のアップデートに

ついてもそれで説明されてますので、こういう内容でいいのかなということと、それから、

１１ページ、附則第４条関係で令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経

過措置、これが示されておりますれけど、これが先ほど言われた２か年にわたって引き上

げていく、改正をしていくという内容でよろしいでしょうか。確認だけです。 

〇総務政策課長（小島裕紹課長） そのとおりでございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 古村委員、よろしいでしょうか。 

○委員（古村護議員） 結構です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ご質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第９号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） それでは、議案第９号、職員の勤務時間、休暇等に関

する条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり定めるもの

とするというものでございます。 

 下段、提案理由でございます。育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律及び人事院規則１

０－１１の一部を改正する人事院規則が公布され、仕事と育児・介護を両立できる職場環

境を整備するため、関係条例の一部を改正するものである。職員の勤務時間、休暇等に関

する条例等の一部を改正するについては、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により

議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由であるというものでございます。 

このたびの改正は、男女ともに仕事と育児介護を両立できるようにするため、この年齢

に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護を理由とした離職を防止する

ための仕事と介護の両立支援制度の強化、これらを行うための措置を講じようとするもの

でございます。 

それでは新旧対照表にて説明をさせていただきます。 
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まず、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでございます。第１０

条の３、育児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限についてでございま

すが、これまで３歳に満たない子を養育する職員は、請求をすれば残業の免除を受けるこ

とが可能ということになっておりましたが、これを小学校就学前の子を養育する職員まで

請求することができるところを拡充をするものでございます。 

次のページは、配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等の規

定を新たに整備をしようとするものでございます。 

第１９条の２では、介護に直面した旨の申し出をした職員に対しまして、個別の周知や

意向確認等の措置を講じなければならないということを規定し、第２項では、４０歳に達

した職員に対しまして、両立支援支援制度等に関する情報提供しなければならないという

ことを規定しているものでございます。 

続く、第１９条の３は仕事と介護の両立支援制度を利用しやすくするために、研修の実

施や相談体制の整備など、勤務環境の整備に関する措置を講じなければならないというこ

とを規定しているものでございます。 

次に、木曽岬町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございます。第２

０条、部分休業の承認につきましては、上位法令が改正するされることに伴いまして、引

用する条文の改正を行うものでございます。 

ページ条例本文に戻りまして、附則でございます。この条例は、令和７年４月１日から

施行するというものでございます。 

以上、職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての

説明でございます。 

よろしくお願いします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。 

ご質疑、よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ご質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第１０号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） それでは、議案第１０号、刑法等の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてでございます。 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例を次のとおり

定めるものとするというものでございます。 

 下段、提案理由でございます。刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正す
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る法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律が公布され、懲役及び禁錮を廃止し、

拘禁刑が創設されること等に伴い、関係条例の規定の整備を行うものである。刑法等の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定については、地方自

治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を

提出する理由であるというものでございます。 

 このたびの条例改正は、刑法等の一部改正によりまして、懲役及び禁固が廃止されまし

て、新たに拘禁刑が創設されるという先ほどの提案理由のとおりでございまして、これに

伴い、町の関係例規７条例について整備を行おうとするものでございます。 

それでは、新旧対照表にて説明させていただきます。 

木曽岬町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例と、木曽岬町表彰条例及

び木曽岬町職員の給与に関する条例、以上三つの条例につきましては、現行条例中の禁固

を拘禁刑に改めるものでございます。 

続く、木曽岬町長寿者褒賞条例では、現行条例中の禁錮又は懲役の刑を、拘禁刑に改

め、続く、木曽岬町行政不服審査会条例と、木曽岬町個人情報の保護に関する法律施行条

例及び木曽岬町情報公開・個人情報保護審査会条例、以上三つの条例につきましては、現

行条例中の懲役を、拘禁刑に改めるものでございます。 

ページ本文に戻りまして、附則でございます。この条例は刑法等の一部改正法の施行の

日、令和７年の６月１日になるわけでございますが、この日から施行するというものでご

ざいます。 

以上、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついての説明でございます。 

よろしくお願いします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。 

よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ご質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第１３号、デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 議案第１３号、デジタル社会形成基本法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、ご説明させていた

だきます。 

議案書ですが、デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例を次のとおり定めるものとするというものでございます。 
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提案理由でございます。情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の

向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を

改正する法律の施行期日を定める政令が公布されたことに伴い、関係条例の規定について

所要の改正を行うものであり、これに基づく本条例の制定については、地方自治法第９６

条第１項第１号の規定により議会の議決を経る必要があることから、この議案を提出する

ものでございます。 

次に、改正の概略でございます。今回、令和６年１２月６日に、法律の施行期日を定め

る政令が公布されたことにより、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の第２条第８項を追加する改正が令和７年４月１日から施行されるこ

とに伴い、当該法律の改正箇所を引用している四つの条例について、項ずれが生じたため

に、所要の改正を行うものでございます。 

具体的な内容につきましては、新旧対照表にて説明させていただきます。 

木曽岬町個人情報の保護に関する法律施行条例、第５条第３項中の第２条第８項を第２

条第９項に改めるものでございます。 

次に、木曽岬情報公開・個人情報保護審査会条例、第２条第３号中の第２条第９項を第

２条第１０項に改めるものでございます。 

次に、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用に関する条例、第２条の第４号から第８号まで、下線部のとおり、項

ずれを改めるものでございます。 

次に、木曽岬町税条例、第３６条の２第１０項、第６３条の２第１号、第８９条第２

号、第１３９条の３第１号、第１４９条第１号中の第２条第１５項を第２条第１６項に改

めるものでございます。 

改正条文の附則でございますが、施行日につきましては、令和７年４月１日からの施行

とするものでございます。 

議案第１３号の説明につきましては、以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。 

ご質疑、よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ご質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第１４号、木曽岬町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 議案第１４号、木曽岬町非常勤消防団員に係る退職報

償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明させていただきま
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す。 

 議案書ですが、木曽岬町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を

改正する条例を次のとおり定めるものとするというものでございます。 

提案理由でございます。消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一

部を改正する政令が令和７年４月１日から施行されることに伴い、本条例の退職報償金支

給額について、所要の改正を行うものであり、本条例の一部を改正するには、地方自治法

第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を経る必要があることから、この議案書を

提出するものでございます。 

次に、改正の概略でございます。 

今回、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、令和６年１２月２７日に消防団員等公務

災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布され、消防基金が

市町村に支払う退職報償金の勤務年数区分が追加されたことから、本条例の別表、退職報

償金支給額表の改正を行うものでございます。 

具体的な改正内容につきましては、新旧対照表にてご説明させていただきます。 

別表、退職報償金支給額表の勤務年数区分に、新たに３５年以上の区分を追加するもの

でございます。 

施行日につきましては、令和７年４月１日からの施行とするものでございます。 

議案第１４号の説明につきましては、以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。 

ご質疑、よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ご質疑もないようですので、質疑を終わります。 

次に、議案第１７号、木曽岬町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 議案第１７号、木曽岬町公共下水道条例の一部を改正する

条例の制定についてでございます。 

議案書ですが、木曽岬町公共下水道条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるもの

とするというものでございます。 

提案理由です。下水道事業の健全化を図るため、使用料の改定を行うことに伴い、木曽

岬町公共下水道条例の一部を改正するについては、地方自治法第９６条第１項第１号の規

定により議会の議決を経る必要があることから、この議案を提出するというものでござい

ます。 

それでは、新旧対照表にて説明させていただきます。別表中、基本使用料９００円を
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１，１００円に、超過使用料を、それぞれ９２円を１１２円に、１１０円を１３３円に、

１２０円を１４６円に、１５０円を１８２円に、１８０円を２１９円に改めるものでござ

います。 

施行日につきましては、令和７年４月１日からの施行とするものでございます。また、

経過措置として、令和７年９月請求分から適用とするものでございます。 

木曽岬町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定についての説明は、以上でござい

ます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。 

○委員（三輪一雅議員） 値上げをするということで、今後の周知方法、どういうふうに

されていくか、それだけ教えてください。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 周知の方法ですけれども、まずはこの議案が可決されれば

というところですけれども、予定としては、４月の広報誌への掲載、また広報紙への折り

込み、ホームページの掲載、また水道の検針の時に検針票を各それぞれのお宅のポストに

入れているのですけれどその時に、チラシをポストインしていくというところで４月、５

月、６月、７月と数か月にわたって、切れ目のないように周知をしていきたいと考えてい

ます。以上です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員）はい。結構です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、よろしいでしょうか。 

○委員（服部芙二夫議員） 確認ですが、１か月おきですよね。上下というのかどうか知

らないが、１か月遅れてくるというのは、前回と同じ形式でよろしいですか。 

町民の方に、何月からっていうとおかしくなってくるので、そこのところも広報なり

で、皆さんにお知らせしていただきたいと思います。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 服部委員がおっしゃられたとおり、２か月に１回の請求な

ので、Ａ地区Ｂ地区でずれます。それも、前回と同様の料金の徴収方法とさせていただい

ています。また、それにつきましても、いつの請求月から新料金が適用されるかというと

ころもわかりやすい資料を作って、それも広報誌、チラシ等で配布したいと考えておりま

す。 

以上です 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ご質疑もないようですので、質疑を終わります。 

次に、議案第１８号、木曽岬町農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 
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事務局に説明を求めます。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 議案第１８号、木曽岬町農業集落排水処理施設の管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定について、でございます。 

議案書ですが、木曽岬町農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条

例を次のとおり定めるものとするというものでございます。 

提案理由でございます。下水道事業の健全化を図るため、使用料の改定を行うことに伴

い、木曽岬町農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正するについては、地

方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を経る必要がある。このことから、

この議案を提出するというものでございます。 

それでは、新旧対照表にて説明をさせていただきます。別表第３中、基本使用料９００

円を１，１００円に、超過使用料を、それぞれ９２円を１１２円に、１１０円を１３３円

に、１２０円を１４６円に、１５０円を１８２円に、１８０円を２１９円に改めるもので

ございます。 

施行日につきましては、令和７年４月１日からの施行とするものでございます。また、

経過措置として、令和７年９月請求分から適用するものでございます。 

木曽岬町農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。 

よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ご質疑もないようなので、質疑を終わります。 

次に、議案第１９号、木曽岬町水道事業の水道の布設工事監督者を配置する対象工事並

びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

 

○建設課長（伊藤雅人課長） 議案第１９号、木曽岬町水道事業の水道の布設工事監督者

を配置する対象工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、説明をさせていただきます。 

議案書ですが、木曽岬町水道事業の水道の布設工事監督者を配置する対象工事並びに布

設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり定めるものとするというものでございます。 

下段、提案理由です。水道法施行令及び水道法施行規則の改正に伴い、布設工事監督者及

び水道技術管理者の資格要件等が改正されることから、木曽岬町水道事業の水道の布設工
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事監督者を配置する対象工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関す

る条例の一部を改正するについては、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会

の議決を経る必要があることから、この議案書を提出するというものでございます。 

それでは、新旧対照表にて説明をさせていただきます。 

まず、布設工事監督者の資格としての第３条の第１号から第１１号及び第２項、また、

水道技術管理者の資格としての第４条第１号、第２号、第４号、第５号、第７号、第８号

及び第２項において、給水人口が５万人以下の水道事業者、本町も該当いたしますけれど

も、においては一つの課で水源から給水まで担当することが多く、大規模な水道事業者よ

りも短いサイクルで、水道全般に関する経験を積むことができることから、布設工事監督

者及び水道技術管理者の資格要件における技術上の実務経験年数を半分に見直すものでご

ざいます。 

また、全国的に水道事業に関わる職員数が減少していることに伴い、布設工事監督者や

水道技術管理者の確保が困難となっていることから、学科要件における土木工学科以外の

過程の追加や資格要件における国家資格の追加を行うものでございます。 

附則でございますが、施行日につきましては令和７年４月１日から施行とするものでご

ざいます。 

議案第１９号、木曽岬町水道事業の水道の布設工事監督者を配置する対象工事並びに布

設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。 

○委員（三輪一雅議員） 私が勉強不足で、あまりこの条例自体を把握してなかったので

すけれど、現実問題、うちの状態としてはどういう運用を現状されていて、今回の改正に

至っては、うちの実際のその業務体系の中ではどう活用されていくのかを教えて欲しいで

す。 

○建設課長（伊藤雅人課長） そもそも、この条例で定めている布設工事監督者が監督業

務を行う水道の布設工事というのが規定されておりまして、この布設工事というのが、ま

ず一つ目が、１日の最大給水量、水源の種別、取得地点、または浄水方法の変更にかかる

工事というのが一つの工事です。 

もう一つが、沈殿地、ろ過地、浄水地、消毒設備または配水地の新設、増設、または大

規模の改造に係る工事というこの二つの工事がこの布設工事監督者が監督業務を行うとい

うところで、規定されている工事です。 

しかしながら今、建設課で水道を担当してる職員については、この工事ではなくて、通

常の水道管の布設替工事の監督を務めているわけでございますけれども、通常の布設替え

の監督工事はこの条例で規定している、布設工事監督者が監督業務を行う水道施設工事に
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は当たらないというところで、現状の職員で問題はないというところでございます。 

以上でございます 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） そうすると、これはこの法にのっとるような大規模工事ってい

うのは、木曽岬町では、基本的には考えられないと見たらいいのか、それともそういう工

事が起こることもあるけれどもそういう時は別で立てるというかそういう形をとるのか、

どう考えたらよろしいですか。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 今のところ、その対象工事というのは、ここ何年かという

ところでは、ないと考えています。 

しかしながら今後、耐震工事とかいろいろやっていくというところになると、今の条例

で定めているものに該当するという工事になってくると、その辺は、今の水道の担当者を、

それなりの年数、配置していただくというところで、そこは人事の方との調整になるか。

もしくは、過去にそれの年数を経験してきた職員を充ててもらうとかっていうところでの

調整になるかと思います。 

以上です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） 結構です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、質疑はよろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ご質疑もないようなので、質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。次の再開は、１０時２５分でお願いします。 

                            午前１０時 ９分休憩   

                            午前１０時２５分再開   

○委員長（鎌田鷹介議員） 休憩を解き、委員会に戻します。 

次に、議案第２０号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算についての所管部

分を議題といたします。 

事務局に説明を求めます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） 議案第２０号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町一般

会計予算について説明申し上げます。 

令和７年度三重県桑名郡木曽岬町の一般会計予算については、次に定めるところによる

というものでございます。 

第１条第１項では、歳入歳出予算の総額を３４億８，２００万円と定め、続く、第２項

では、予算の款項の区分と区分ごとの金額を第１表、歳入歳出予算に定めることを規定を

しているものでございます。 

なお、債務負担行為につきましては、第２表、債務負担行為で、７つの事項について、
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それぞれの期間及び限度額をお示しし、調査につきましては、第３表、地方債で二つの起

債の目的について、それぞれの限度額、起債の方法、利率、償還の方法についてお示しを

しておりますので、ご確認をお願いいたします。 

それでは次に、令和７年度当初予算のポイントの資料を使って説明をさせていただきま

す。 

令和７年度の当初予算は、４月に町長・町議会議員選挙控えていることから、骨格予算

として編成をしております。従いまして、政策的な経費は補正予算での対応ということに

なりますが、継続して行う事業や国・県との関連する事業等については、予算計上をさせ

ていただいておりますので、それらを中心にご説明をさせていただきます。 

令和７年度の一般会計当初予算は３４億８，２００万円で、前年度と比較をいたしまし

て、１億８，３００万円の減額予算となっております。 

また、特別会計と企業会計を含む全７会計での予算規模は、５９億９２万円となってお

ります。 

次のページでは、当初予算に計上されている主要事業のポイントについて記載をさせて

いただいておりますのでご確認をお願いいたします。 

次に、歳入予算のポイントでございます。 

歳入の根幹をなす町税が、１２億９，０６８万円で、前年度比１億３，８３８万円の増

額となっている一方で、ふるさと応援寄附金基金からの繰入金が皆減となり、前年度と比

較をいたしまして、１億２，２７２万円の減額となったことから、自主財源全体では、前

年度と比較をいたしまして、２，５１３万円の増額となっております。 

対する依存財源では、地方交付税で、前年度比１億９，９００万円の減額、その他財源

で４，１３７万円の減額となるなど、全体で前年度比較２億８１３万円の減額となってお

ります。 

次のページでは、町税と基金繰入金の状況をお示ししております。先ほどご説明をさせ

ていただいたとおり、町民税個人、町民税法人、固定資産税、それぞれが増額となってお

ります。 

下段の基金繰入金では、減債基金が増額となる一方で、ふるさと応援寄附金基金からの

繰入金を皆減としたことから、基金繰入金全体で前年度と比較をいたしまして、１億２，

２７２万円の減額となっております。 

次のページは、歳出予算を目的別に仕分けをした額で示しているもので、議会費から予

備費までの１１の款において、それぞれの予算額と前年度対比を記載させていただいてお

ります。 

また、次のページでは、歳出を性質別に仕分けをした金額と、要点の説明をさせていた

だいておりますので、ご確認をお願いいたします。 

以上が、令和７年度の一般会計当初予算のポイントの説明になります。 
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それでは、ここからは、歳出予算書、事業説明書を用いまして、総務政策課より順に説

明をさせていただきます。 

事業名、一般管理経費、本年度予算額は１，６１２万３，０００円、このうち７０万円

を、三重県からの委譲事務交付金に財源を求めようとするものでございます。役場で使用

する事務用消耗品や事務機器の保守などの事務的経費や交際費、町村会をはじめとする各

種関係団体への負担金などを計上している予算で、主なものは、例規集追録業務委託料、

例規執務の際に条文の比較や参考事例の調査などを行うためのサポートシステムの使用

料、ＡＩ議事録作成システムの使用料、職員の出退勤管理システムの使用料などを計上し

ているものでございます。 

続きまして、事業名はふるさときそさき応援事業費、本年度予算額は８，０２９万６，

０００円、この内８，０００万円を寄付金に、また２９万６，０００円を基金利子に財源

を求めようとするものでございます。専門のサイトを通じて、町外在住者の方から寄せら

れた寄付額を、寄付者の意向に沿うように町の各種事業に充当するとともに、寄付者の方

に対しまして、返礼品をお送りするための経費を計上しているものでございます。 

飛びまして、事業名は庁舎等施設維持管理経費、本年度予算額は４，７４８万４，００

０円、このうち４３万９，０００円を行政財産目的外使用料や創生ホール使用料に財源を

求めようとするものでございます。複合型庁舎及び福祉教育センターの維持管理に係る経

費を計上している予算で、主なものは、電気代、上下水道料などの光熱水費、庁舎の保守

委託料、空調点検や樹木剪定などの庁舎管理委託料などを計上しているものでございま

す。 

飛びまして、事業名は、地域まちづくり推進事業費、本年度予算額は６５０万円でござ

います。地域コミュニティの強化や、地域活性化を目的に活動を行っている自治会に対し

まして、その活動内容に応じた交付金を交付するための経費を計上しているものでござい

ます。 

続きまして、事業名は、まち・ひと・しごと創生事業費、本年度予算額は１，４４１万

３，０００円でございます。第３期人口ビジョン・総合戦略の策定に要する経費を計上し

ているほか、サンリオキャラクターとのコラボやＳＮＳ等を活用いたしましたシティプロ

モーションに要する経費などを計上しているものでございます。 

続きまして、事業名は、木曽岬干拓事業推進費、本年度予算額は１億６，０６３万７，

０００円、このうち１，１００万円を干拓排水機等運転管理業務受託事業収入に財源を求

めようとするものでございます。通常の木曽岬干拓排水機等運転管理委託業務や要望活動

に要する旅費を計上しているほか、木曽岬干拓地で操業開始となった２社に対する奨励金

を計上しているものでございます。 

飛びまして、事業名は三重県知事選挙費、本年度予算額は５９０万２，０００円ござい

ます。令和７年９月に執行を予定している三重県知事選挙の執行管理に要する経費につい
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て計上しているものでございます。 

続きまして、事業名は、町長・町議会議員選挙費、本年度予算額は１，５５４万４，０

００円でございます。令和７年４月２０日に執行予定している町長・町議会議員選挙の執

行管理に要する経費を計上しているものでございます。 

続きまして、事業名は参議院議員通常選挙費、本年度予算額は７５７万３，０００円で

ございます。令和７年７月に執行予定している参議院議員通常選挙の執行管理に要する経

費について計上しているものでございます。 

続きまして、地方債元金償還金、本年度予算額は２億９，２１１万８，０００円でござ

います。地方債の償還に要する経費のうち、元金の支払いについて計上している予算で、

事業説明欄記載の８１件分を計上しているものでございます。 

続きまして、事業名は地方債利子償還金、本年度予算額は９８７万３，０００円でござ

います。地方債の償還に要する経費のうち、利子の支払いについて計上している予算で、

事業説明欄記載の１０３件分を計上しているものでございます。 

総務政策課所管分は、以上でございます。 

○税務課長（神野美紀恵課長） 税務課所管部分について、歳入からご説明いたします。 

資料は、令和７年度町税の概要になります。 

最上段、個人町民税になります。令和７年度の当初予算額は２億８，８００万円、前年

度と比較し、４，３００万円の増額、増減率は１７.６％となっております。定額減税の影

響がなくなるとともに、企業の賃上げの動きを背景とした給与所得の増が期待されるた

め、増収の見込みとなっております。 

続いて、法人町民税になります。令和７年度当初予算額は７，５７６万円、前年度と比

較し、１，３８０万円の増額、増減率は２２.３％となっております。コロナ正常化に伴

い、企業の業績が改善傾向にあることから、増収の見込みとなっております。 

続いて、固定資産税になります。令和７年度当初予算額は８億６，３８２万４，０００

円、前年度と比較し、７，８８０万円の増額、増減率は１０％となっております。干拓に

おける新輪工業団地への企業進出により、増収の見込みとなっております。 

続いて、軽自動車税になります。令和７年度当初予算額は２，３００万円、前年度と比

較し、１０８万２，０００円の増額、増減率は４.９％となっております。課税台数の微増

が続いていることから、増収の見込みとなっております。 

続いて、たばこ税です。令和７年度当初予算額は３，７２０万円、前年度と比較し、１

６０万円の増額、増減率は４.５％となっております。当初予算の比較におきましては、増

収となっておりますが、令和７年度のたばこ税は令和６年度実績により減少する見込みと

なっております。 

最下段、入湯税になります。令和７年度当初予算額は２９０万円、前年度と比較し、１

０万円の増額、増減率は３.６％となっております。来客数が増加傾向にあることから、増
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収の見込みとなっております。 

以上が、町税の概要になります。 

続きまして、税務課所管部分の歳出についてご説明をいたします。 

事業名、賦課徴収経費、本年度予算額３，３２６万３，０００円でございます。町税の

賦課徴収に要する経費を計上しており、主なものとして、町税の賦課徴収や滞納整理に係

る電算経費のほか、固定資産の鑑定委託料などを計上しております。 

税務課所管部分の説明は、以上でございます。 

○住民課長（伊藤正典課長） 続きまして、住民課所管部分の説明をさせていただきます。 

事業名、戸籍住民基本台帳費、本年度予算額３，５９１万６，０００円でございます。

事業説明欄の主なものは、戸籍関係では本年５月２６日に施行予定の戸籍のふりがな記載

に関わるものとして、指名確認のための通知書作成業務で３７９万９，０００円、派遣業

務４２５万３，０００円、また戸籍システムの標準化に関するシステム対応業務８９９万

８，０００円、同クラウドサービス運用６８７万４，０００円でございます。 

住民基本台帳関係では、住民基本ネットワークシステムの運用業務６７１万８，０００

円、証明書等コンビニ交付サービスシステム運用業務３３６万４，０００円、その他事業

説明欄記載のとおりでございます。財源内訳の国支出金は、戸籍のふりがな記載や戸籍シ

ステム標準化に係る経費の受け入れを見込むものでございます。 

続きまして、事業名、個人番号カード事業費、本年度予算額１８７万２，０００円でご

ざいます。主なものは統合端末通信回線電子証明書関連事務、住基ネットワーク端末関連

運用業務は、マイナンバーカードの電子証明書発行業務を外部委託するための費用でござ

います。 

住民課所管部の説明は、以上でございます。 

○産業課長（中山重徳課長） 続いて、産業課所管分について説明させていただきます。 

事業名、農業委員会費、本年度要求額１９５万５，０００円でございます。主に農業委

員会委員９名、農地利用最適化推進委員５名の委員報酬のほか、毎月の総会開催案内の切

手代など、事務的経費を計上したものでございます。 

続いて、農業振興費、本年度要求額２７７万７，０００円でございます。この予算は農

業者団体の活動を支援する各農業団体への補助金をはじめ、経営所得安定対策や米の需給

調整等の推進に要する事務的経費の補助金を計上しており、経営所得安定対策等推進事業

補助金を特定財源としているものでございます。 

事業名、農業経営基盤強化資金利子補給費、本年度要求額１１８万１，０００円でござ

います。この予算は、農業生産基盤の充実を図る農業者を支援するための認定農業者特別

融資制度資金に係る利子補給金を計上しているものでございます。 

事業名、需給調整推進対策事業費、本年度要求額６７０万円でございます。需給調整推

進対策費補助金は、麦や加工米といった需給調整や、水稲共同防除等への取り組みを行っ
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たものに対する補助金を計上しているものでございます。 

事業名、産業文化祭費、本年度要求額４４０万円でございます。この予算は、毎年３月

に開催しています、伸びゆく木曽岬町のふれあい広場を実施する実行委員会への補助金を

計上しているものでございます。 

事業名、土地改良費、本年度要求額１，７１４万７，０００円でございます。排水機場

の集中管理システムに係る回線利用料の経費のほか、木曽岬町土地改良区への排水機場維

持管理補助金を計上しているものでございます。 

事業名、多面的機能支払事業費、本年度計画２，３５５万８，０００円でございます。

主に町内１６地区と１組織で取り組んでおります、農地の維持向上などの活動に係る事業

負担金を計上しているものでございます。多面的機能支払事業交付金を特定財源としてお

り、その補助率は４分の３でございます。 

事業名、地籍調査事業費、本年度要求額１，７３０万２，０００円でございます。地籍

調査事業委託料は、令和４年度に着手いたしました源緑輪中地区を計画しており、地籍調

査認証事務支援及び電子化業務委託料では、源緑輪中地区の令和６年度調査分を計画して

いるものでございます。地籍調査事業補助金を特定財源としており、その補助率は４分の

３でございます。 

事業名、湛水防除費、本年度要求額８２５万円でございます。令和４年度に事業着手い

たしました、近江島地区の事業費負担金を計上しているものでございます。 

事業名、地域用水機能増進事業費、本年度要求額４４０万８，０００円でございます。

この予算は、水環境整備事業で整備したポケットパーク、遊歩道などの維持管理経費を計

上しており、発生減対策用のポンプの電気代の他、委託料では、中央幹線排水炉沿いの遊

歩道及びポケットパーク３か所の除草といった維持管理経費を計上しているものでござい

ます。 

事業名、用排水施設整備費、本年度要求額６１５万円でございます。この予算は、中央

管線排水における機能回復のための長寿命化対策を実施するための、県営用排水施設整備

事業に要する経費を計上しており、令和５年度に事業着手いたしました木曽岬幹線排水地

区の事業費負担金を計上しているものでございます。 

事業名、商工振興費、本年度要求額４３８万円でございます。この予算は、商工業の振

興を図るため、商工会が行う事業を支援する商工会への運営補助金を主に計上しているも

のでございます。 

事業名、観光費、本年度要求額１，７５１万円でございます。この予算は、町の観光資

源であります。町道鍋田川線の桜並木の消毒や剪定伐採作業、桜の木を食い荒らすクビア

カツヤカミキリの駆除経費のほか、町観光協会への補助金や木曽川の最上流の木祖村との

交流事業に必要な経費を計上しております。財源には、みえ森と緑の県民税市町交付金、

木曽三川水源地域対策基金助成金などを充当しているものでございます。 
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産業課所管分の説明は以上でございます。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 続きまして、建設課所管分となります。 

事業名、農業集落排水事業費、本年度予算額６，７５０万円でございます。下水道事業

会計の農業集落排水事業に対する補填財源でございます。 

事業名、土木総務費、本年度予算額２６１万３，０００円。土木業務に係る事務的経費

全般を計上しており、土木積算におけるシステムやデータの使用料、社会基盤整備協会等

の負担金、環境衛生改善機器等整備補助金を計上するものでございます。歳入内訳でござ

いますけれども、建築基準法施行事務交付金や土地開発基金利子、国交省からの受託事業

であります木曽川堤防清掃事業受託収入の一部を特定財源としております。 

事業名、道路橋梁維持費、本年度予算額６，７０８万１，０００円でございます。町道

の維持修繕や施設の長寿命化を図るための費用を計上しており、橋梁の長寿命化対策とし

ての橋梁点検業務委託及び橋梁修繕工事、また、毎年計上しております交通安全施設等の

整備修繕工事費、町道除草業務委託費、鍋田川線の路面清掃を実施するものでございま

す。舗装修繕につきましては昨年度に引き続き、上藤里源禄線で実施する計画でございま

す。歳入内訳でございますが、交通安全対策特別交付金や道路占用使用料、国の補助金で

あります道路メンテナンス事業費補助金、このほか一般単独事業債や公共事業等債といっ

た地方債を特定財源としております。 

事業名、道路新設改良費、本年度予算額３，３７７万５，０００円でございます。道路

の新規整備や拡幅等の道路改良事業費を計上しており、主なものといたしましては上加路

戸横断線において用地買収建物等の補償等を実施するための関係経費を計上するものでご

ざいます。歳入内訳でございますが、社会資本整備交付金、このほか地方債であります公

共事業等債を特定財源としております。 

事業名、河川総務費、本年度予算額５３９万１，０００円。河川管理業務全般における

活動費を計上しており、木曽川堤防除草業務委託料は国交省からの受託事業であります木

曽川の堤防除草について沿線自治会に委託するものでございます。また、河川関係各種同

盟会の負担金を計上しております。 

事業名、都市下水路費、本年度予算額１３６万１，０００円。都市下水路における維持

管理修繕を行うもので、都市下水道維持管理作業業務委託料では、水路の除草や清掃を、

都市下水路管理工事では、水路の修繕工事にかかる費用を計上するものでございます。 

事業名、公共下水道費、本年度予算額１億６，３２０万円。下水道事業会計の公共下水

道事業に対する補填財源でございます。 

事業名、公園費、本年度予算額１，１７８万７，０００円。グルービーパークや児童公

園などの公園の維持管理、修繕を行うもので、前年度と同様に、都市公園管理業務委託料

ではグルービーパークの管理業務を、児童公園等につきましても、遊具等の保守点検、便

所清掃、樹木剪定、草刈などの委託料、遊具等の修繕工事費を計上しております。 
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事業名、住宅管理費、本年度予算額５４７万５，０００円。住宅の耐震化や空き家の有

効利用を促進するもので、主に住宅の耐震診断、補強設計、補強工事、除却に対する補助

金や、空き家改修支援のための補助金を計上するものでございます。耐震診断につきまし

ては３件、補強設計、補強工事、除却、空き家対策、耐震シェルター設置につきましては

それぞれ１件を見込むものでございます。歳入内訳につきましては、国の補助金でありま

す社会資本整備交付金や木造耐震に係る各種県補助金を特定財源としております。 

建設課所管分は以上でございます。 

○会計管理者（藤井光利会計管理者） 続きまして、会計課所管分について説明させてい

ただきます。 

事業名、会計管理費については、本年度予算額を１２７万９，０００円とするものでご

ざいます。事業説明の主なものといたしまして、上から３行目の公金関連手数料といたし

まして、公金の収納や振り込みに関する手数料を、この会計管理費において、会計予算計

上するほか、口座データ伝送手数料として、一般のインターネットや政府間専用回線であ

るＬＧＷＡＮ回線を介して、各金融機関から収納情報データを得ることで、各税や料金の

安定した収納管理に努めております。 

その他の事業説明欄については、記載のとおりでございます。 

会計課所管部分の説明は以上でございます。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 続きまして、危機管理課所管部についてご説明させて

いただきます。 

事業名、高度情報処理対策費、本年度予算額１億８，５４７万５，０００円でございま

す。住民情報系及び内部情報系システムやネットワークセキュリティ機器、ＧＩＳシステ

ムの保守委託料及び使用料など、情報システムの適正な運用管理及びセキュリティ対策の

強化に要する経費を計上しております。また、補正予算でもご説明させていただきました

が、国が示す標準準拠システムへの移行につきましては、国におけるシステム開発の遅れ

を受け、全体スケジュールの見直しを行い、今年度１２月から事業に着手しているところ

であり、より早期の事業完了に向けて、継続して切れ目なく移行作業を進めていく必要が

あるため、自治体情報システム標準化対応業務委託料１億２，３６９万３，０００円を当

初予算に計上しております。なお、Ｊ－ＬＩＳ交付金に対する、社会保障税番号制度シス

テム整備費補助金と、標準化対応業務に対するデジタル基盤改革支援補助金を特定財源と

して計上しております。 

事業名、自主運行バス運行事業費、本年度予算額５，１２７万７，０００円でございま

す。自主運行バスの修繕料や運転管理委託料、令和２年度から通常運行に使用しているリ

ース車両３台と、町所有車両１台の新規リース化に伴う賃借料、スマートフォンやパソコ

ンから位置情報を検索できるバスロケーションシステムの使用料など、自主運行バス事業

に要する経費を計上しております。なお、バスの運賃収入である自主運行バス使用料を、
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特定財源として計上しております。 

事業名、地域ＢＷＡ事業費、本年度予算額２７７万２，０００円でございます。町内４

か所に設置されていますＢＷＡ基地局の維持管理経費相当分の負担金を計上しております。

なお、令和７年１月に事業開始から５年が経過し、１月以降の負担金について、月額単価

が減額になったため、予算額が減額となっております。 

事業名、消防事務委託事業、本年度予算額１億８３２万８，０００円でございます。常

備消防の消防事務を桑名市に事務委託するための委託料と、消防救急無線設備の管理に関

する市町総合事務組合の負担金を計上しております。来年度は桑名市消防本部において、

消防指令センターシステムの更新が行われることから、消防事務委託料の予算が増額とな

っております。なお、地方債を消防事務委託料の特定財源として計上しております。 

事業名、消防団活動費、本年度予算額１，１２４万７，０００円でございます。消防団

員の出動報酬や年額報酬、退団する消防団員への退職報償金、消防団員の公務災害補償及

び退職報償金に備えた積み立ての掛け金、消防団員の活動実績や点検業務の報告事務など

をデジタル化するアプリ、消防団ワークスのシステム使用料など、消防団活動に要する経

費を計上しております。なお、消防基金からの退職報償金に係る消防団員等公務災害補償

等受入金を特定財源として計上しております。 

事業名、災害対策経費、本年度予算額３，６５３万８，０００円でございます。災害時

における職員の時間外勤務手当、保存期限を迎える避難者用の備蓄物資、ビスケット、ク

ラッカー類、リゾット米の購入費、防災行政無線設備、防災センターの保守委託料、屋外

スピーカーなどの更新及び機能強化を図るための防災行政無線の長寿命化に要する経費、

各家庭における防災対策用品の購入補助である防災対策事業補助金など、災害予防及び災

害対策に要する経費を計上しております。なお、県からの防災地域減災力強化推進補助金

や、三重県市町村職員互助会からの広域事業助成金、地方債などを特定財源として計上し

ております。 

危機管理課所管部の説明につきましては、以上でございます。 

○議会事務局長（多賀達人事務局長） 続きまして、議会事務局所管分についてご説明を

させていただきます。 

事業名、議員報酬等、本年度要求額３，２２４万８，０００円でございます。町議会議

員８名の報酬や手当のほか、議員共済会の町負担金などを予算計上したものでございま

す。 

次に、事業名、議会運営費、本年度要求額７５５万２，０００円でございます。議会研

修等に係る旅費をはじめ、公用車の維持管理費、車椅子用エレベーターや議場放送設備に

係る保守点検委託、一般質問の映像配信に伴う委託料、政務活動費の交付金など、議会運

営にかかる経費などを計上しているものでございます。 

次に、事業名、議会広報費、本年度要求額１７３万４，０００円でございます。議会だ
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よりの年４回の定期発行分のほか、新春号や役員改選後の号外の印刷製本費など、議会広

報紙にかかる経費を計上しているものでございます。 

次に、事業名、文書広報費、本年度要求額４４２万円でございます。町広報紙に係る印

刷製本費のほか、他市町や町内企業への広報紙の郵送代など町広報紙にかかる経費を計上

しているものでございます。 

次に、事業名、監査委員費、本年度要求額４６６万３，０００円でございます。監査委

員２名の委員報酬のほか、監査チームの補助員である派遣職員１名に係る委託料など、監

査業務にかかる経費を計上しているものでございます。 

以上、議案第２０号の説明につきましては以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。よろしいでしょうか。 

○委員（古村護議員） １点だけです。１５６ページですが、災害対策経費、この中で事

業概要の中に各種防災対策を展開するということが書いてあった中で、当初予算の説明の

中で、今年度は骨格予算の編成からということで、予算計上がされていないのかと思うの

ですが、防災訓練の経費の関係、昨日が３月１１日で１４年経ったことも考えながら見て

いる中、やはり防災訓練を毎年やってもらう必要があるという思いがします。さっき言っ

たように、骨格予算から今回がなかったのかもわからないですけれど、次年度以降こうい

った訓練に関しては定常的に計上していただけるようなことを考えていただけませんか。

いかがでしょうか。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 今回の当初予算は骨格予算ということで、訓練も含め

て政策的な予算に関しては、計上は見送りをさせていただいたところでございます。 

また、ご指摘のように、訓練の経費につきましても、どういった訓練をしていくかとい

うことについても含めて、検討を重ねていきたいと思っております。 

以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 古村委員、よろしいでしょうか。 

○委員（古村護議員） 結構です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、ご質疑ございませんでしょうか。 

○委員（服部芙二夫議員） １２７ペーシの近江島の排水機のところですけれど、昨年よ

り１，０００万円近くの減の予算になっているのですけれど、これは、県か国からの予算

の都合かわからないのですけれど、工事が遅れていくとか、そういう問題ではないです

か。最初からの計画とおりですか。 

○産業課長（中山重徳課長） ７年度の予算の要求につきましては、一般的に６年度の補

正も含めて、お話しされることが多くて、６年度の補正と７年度当初合わせると事業費全

体で近江島は２億円の事業費がついております。この中で、補正予算については、１，２

００万円木曽岬町の負担分です。今回の７年度の当初分で８００万円と事務費２４０万円
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という形で、概ね例年とおりの予算規模となっております。 

以上です。 

○委員（服部芙二夫議員） 消防のところ、１５０ページ前後と思うのですけど、毎年ポ

ンプ車の購入となっていたと思うんですけれど、この３月の一般の予算には出てこないの

ですか。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） ポンプ車の購入に関しましては、令和４年度から計画

的に順次進めさせていただいているところです。例年であれば、事業名、消防施設経費の

中で計上させていただいていますが、今回骨格予算ということもありまして、ポンプ車購

入の予算に関しては計上を見送りさせていただいているところでございます。 

以上でございます。 

○委員（服部芙二夫議員） 骨格でも、もう購入は決まっているものは、予算に上げてく

るものではないのですか。補正であげれば一緒かもしれませんが。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 答弁はよろしいですか。 

○委員（服部芙二夫議員） はい。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、ご質疑よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） ５ページですが、今、事業説明の中に上がっている予算だけで

いくと、１，１００万円程度だと思うのですけれども、残り４００万円ぐらいの予算がよ

く見えてなくて、金額としては残としてはあるので、それはどういうようなものに使われ

ているのかを教えてください。 

それと６ページですが、ふるさと納税の予算、今回頭出し的にあげてあるのかわかりま

せんが、以前、海苔のふるさと納税の商品があったと思うのですけれど、今はもうなくな

ってしまったということをお聞きしまして、せっかく人気があったのにこれらが採用され

なくなってしまったのはどういうことか、経緯をお聞きしたいと思います。 

それから１４３ページですけれども、これが補正ではほぼゼロになってしまったので、

実績としては結局はほとんどないという予算になってくると思います。この中で、特にシ

ェルターなどは、なかなか本当に使ってもらうことはないというか少ないのかなと思うの

ですけれど、実際、県の導入実績はあるのかなと思うのですが、そのあたりどういう状況

かわかれば教えてください。 

１４６ページですが、これ先ほどの補正でお聞きしたところにも関わってくるのかもわ

かりませんが、結果的にこれは今回もふるさと応援寄附金から繰り入れすることにはなっ

ているのですけれど予算措置として。これは、最終的には国からの支援というのは、結果

的にはこないと考えているのか、その辺りも教えてください。 

１５０ペーシですが、地域ＢＷＡ事業の関係で、保守というかこの今の基地局の運用

等々の負担金がかなり削減されまして、安くなるという説明はあったのですけれども、も

う一回詳細の説明を教えてください。どういうことから、これほど安くなるのだというこ
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とをわかれば教えてください。 

１５６ページ、これは結構です。以上でございます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） まず、一般管理費の残部といいますか事業説明欄に記

載のないものについてでございますが、例えば、役務費ですとか事業費も一部を抜き出し

て、事業説明欄に記載をさせていただいているということで、固まって何かを漏らしてい

るわけではなく、それぞれの部分で、ちなみに事業説明欄は行数が決まっておりまして、

これ以上書けないという部分もありますので、代表で書かせてもらっている状況でござい

ます。 

次のふるさときそさき応援事業費の中の海苔の関係でございますけれども、これは、漁

協さんが解散になった時に、伊曽島漁協さんの方で海苔が扱えるということになりまして、

私どもとしましては、伊曽島さんの方に、ふるさと納税の海苔を展開をしてくれないかと

いうお願いをさせてもらって、今でもお願いしておるのですけれども、伊曽島漁協さんの

方から、お返事がいただけないという状況でございまして、一つには梱包とか発送の業務

が過多になるという部分と、桑名市さんの方で出しているのですけれども、そこに木曽岬

町も入ってくるとなかなか業務的に難しいというような理由で、これまでずっと断られて

いるような状況でございます。ですので漁協さんが解散となった以降、取り扱いができて

いない状況です。 

ちなみに町内で生産されてる方も数件ありますので、実は個別に、その方にもお願いで

きませんかというお話をさせてもらったのですけれども、梱包ができないとおっしゃるの

です。梱包だけ役場でやってくれというお願いをされたこともあったのですが、返礼品１

業者さんに対して、役場の方がそこまでなかなかできないという状況もありますので、今

のところ海苔の取り扱いができてない状況になっているということです。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 住宅管理費の中の各種補助金で、シェルターの設置補助金

のご質問をいただいたのですけれども、そもそもこの補助金を三重県下の市町で導入して

いるところは、正確な数字は把握していませんが、ほぼすべての市町で、結構導入してい

て、数市町が導入していないという状況です。 

ただ、実績となると、これも正確な数字はないのですけれども、県下で数件というとこ

ろで、１０件にも満たないという情報は掴んでおります。なかなか制度として難しいのか

なというところはあるのですけれども、制度としてありますので、予算としては最低の１

件というところで予算計上させていただいてるところです。 

以上です。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 高度情報処理対策費の標準化における国の支援という

ことですけれども、歳入内訳で記載のとおりデジタル基盤改革支援補助金、これが標準化

に対する補助ということで国から支援を受けているところでございます。それで国の方か

らは、上限額１億２，３７８万８，０００円、この額が、今回の標準化に関する補助の上
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限額ということで当町に示されているところでございます。これに関して、今年度から令

和８年度まで実施をしていくということですので、３か年にわたって、１億２，０００万

円ほどの補助を受けるというところでございます。 

また、先日、国から令和７年度の地方財政の見通し、予算編成上の留意事項等について

ということで通知がありまして、その中で、標準化に関してですが、この標準準拠システ

ムへの移行に伴うシステム運用経費の増加分について、地方交付税措置を講ずることとし

ていることということで、こういった内容は示されていると。何らか、国からも支援をし

ていただけると考えております。 

地域ＢＷＡ事業費で、来年度、減額になっているというところで、今回、設置から事業

開始から５年が経過したということで、令和７年１月以降の分に関しては、これまで月額

単価が５９万９，５００円ありましたものが、令和７年１月以降は２３万１，０００円に

減額になるということで、これはやはり設置から５か年が経過したというところでもあっ

て、当初、そういった計画で、負担金の見直しをするということで、今回の額を計上させ

ていただいているというところでございます。 

以上です。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） 一般管理経費のところで忘れていまして、コピー使用

料とそれに関する用紙代が今回増額になってる部分がありまして、その部分は事業説明欄

に記載がされてないので、そこが一番大きいというものでございます。 

以上です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） はい。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、ご質疑よろしいでしょうか。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、ご質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員）ご質疑もないようですので、質疑を終わります。 

次に、議案第２４号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計予算について

を議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

○総務政策課長補佐（中里満博課長補佐） 議案第２４号、令和７年度三重県桑名郡木曽

岬町土地取得特別会計予算について説明を申し上げます。 

令和７年度三重県桑名郡木曽岬町の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによ

るというものでございます。 

第１条第１項では、歳入歳出予算の総額を３００万円と定め、第２項では、予算の款項

の区分と区分ごとの金額を第１表、歳入歳出予算に定めることを規定しているものでござ

います。 
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歳入につきましては、諸収入から財産収入までの４つの款で構成されており、主なもの

は、和富地内の福祉施設への土地の貸付収入でございまして、財産収入として２６３万円

を計上しているものでございます。 

次に、歳出についてでございます。歳出につきましては、事業説明書にて説明をさせて

いただきます。 

事業名、財産管理費、本年度要求額は２８１万４，０００円でございます。この予算は、

保有財産の適正な運用及び管理業務を執行するための経費を計上している予算で、主なも

のは、福祉施設で貸付けに係る一般会計への繰出金２６３万２，０００円で、その他につ

きましては、事業説明欄記載のとおりでございます。 

以上、土地取得特別会計予算の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。 

よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員）ご質疑もないようですので、質疑を終わります。 

次に、議案第２５号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町下水道事業会計予算についてを

議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

○建設課長補佐（服部寿之課長補佐） 議案第２５号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町

下水道事業会計予算でございます。 

第１条、下水道事業会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。 

第２条では、業務の予定量をお示ししており、（１）排水戸数は２，３３１戸、（２）

年間処理水量は７０万４，０００立米を見込んでおります。（３）１日当たりに換算した

平均処理水量は１，９３０立米となります。（４）主な建設改良事業としましては、東部

地区クリーンセンターストックマネジメント耐震補強工事委託を実施する予定です。 

第３条では、収益的収入及び支出を定めており、事業収益及び事業費用を４億５５１万

円としております。 

第４条では、資本的収入及び支出を定めており、資本的収入を１億２，６５４万２，０

００円、資本的支出を１億８，８４８万４，０００円としております。 

続きまして、予定キャッシュフロー計算書について説明させていただきます。当該年度

における現金の獲得や支払い能力、資金に関する財務情報を表しています。下から３行目

では、資金の増減額を記載しており、令和７年度末に資金が２９万３，０００円増加し、

最下段、資金期末残高が１億３５０万３，０００円になることを示しております。 

次に、歳出予算書、事業説明にて説明させていただきます。 

事業名、管渠費、本年度要求額１，９１２万９，０００円でございます。この予算は、
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下水道管路の経年劣化による事故の発生、機能低下などを予防するため、施設の点検、清

掃及び修繕などの維持管理を行うための費用を計上するもので、マンホールポンプの電気

代、西部地区の管路清掃業務等にかかる経費を計上するものでございます。 

続いて、処理場費、本年度要求額１億８，６４７万５，０００円でございます。この予

算は、処理場の経年劣化による事故の発生、機能低下などを予防するため、施設の点検、

修繕などの維持管理を行うための費用を計上するもので、処理場の電気代、各処理場の維

持管理業務委託、汚泥の運搬及び処分、東部地区クリーンセンターのオーバーホール工事

をはじめとする通常の維持管理業務に要する経費を計上するものでございます。 

事業名、総係費、本年度要求額１，６９２万２，０００円でございます。この予算は、

下水道事業を円滑に活動するための経理事務などを計上するもので、主な業務として、経

営戦略策定業務委託を計上するものでございます。 

事業名、減価償却費、本年度要求額１億５，８４１万８，０００円でございます。この

予算は、現金支出を伴わない費用として、資産取得に要した経費を期間損益計算するもの

でございます。 

続いて、事業名、施設費、本年度要求額１億３，９４２万円でございます。この予算は

安定した排水処理を実施するため、管渠や処理場の改築や設備更新を行うための費用を計

上するもので、東部地区クリーンセンターのストックマネジメント、耐震補強、水処理設

備、電気設備工事に係る委託料や、西対海地地内で工事が進められております県道弥富停

車場線の橋梁拡幅工事に伴い、仮設管の復旧工事費を計上するものでございます。 

事業名、償還金、本年度要求額４，９０６万４，０００円でございます。地方債に係る

元金の償還でございます。 

以上で、下水道事業会計予算についての説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。 

ご質疑よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員）ご質疑もないようですので、質疑を終わります。 

次に、議案第２６号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計予算についてを議

題とします。 

事務局に説明を求めます。 

○建設課長補佐（服部寿之課長補佐） それでは、議案第２６号、令和７年度三重県桑名

郡木曽岬町水道事業会計予算でございます。 

第１条、水道事業会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。 

第２条では、業務の予定量をお示ししており、（１）給水戸数は、２，５１９戸、（２）
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年間総配水量は９２万立米を見込んでおり、（３）１日当たりに換算した平均配水量は

２，５２１立米となります。（４）主な建設改良事業としましては、耐震化計画に基づ

き、弘法池受水場の耐震補強設計を実施する予定です。 

第３条では、収益的収入及び支出を定めており、事業収益を１億９，３０２万５，０００

円、事業費用を２億２０万円としております。 

第４条では、資本的収入及び支出を定めており、資本的収入を７３１万８，０００円、

資本的支出を２，２７２万７，０００円としております。 

続きまして、予定キャッシュフロー計算書について説明させていただきます。当該年度

における現金の獲得や支払い能力、資金に関する財務情報を表しています。下から３行目

では、資金の増減額を記載しており、令和７年度末に資金が１，０１７万８，０００円減

少し、最下段、資金期末残高が９億３，１００万２，０００円になることを示しておりま

す。 

次に、歳出予算書、事業説明にて説明させていただきます。 

事業名、原水及び浄水費、本年度要求額１億３，３２１万２，０００円でございます。

この予算は、安全な水の安定供給を行うため、県水の受水や水質検査、受水場の保守点検

のための費用を計上するもので、弘法池受水場及び新輪受水場の電気料金や保守点検業

務、水質検査、修繕工事などの通常の維持管理費用や、県水の受水費などを計上するもの

でございます。県水の受水量につきましては、９２万立米を見込んでいます。 

事業名、排水及び給水費、本年度要求額８３２万４，０００円でございます。この予算

は、配水管及び給水装置に付随する量水器の維持や配水管の漏水に対応するもので、漏水

修繕工事費につきましては、近年の漏水実績を踏まえ、前年度から６０万円の増を見込ん

でおります。量水器取替工事につきましては、本年度のメーター交換の予定であります３

６６個分の工事費を計上するものでございます。 

事業名、総係費、本年度要求額５８９万１，０００円でございます。この予算は、水道

事業を円滑に活動するために必要な事業活動費全般を計上するものでございます。 

事業名、減価償却費、本年度要求額４，５４９万９，０００円でございます。この予算

は、現金支出を伴わない費用として、資産所属に要した経費を、期間損益計算するもので

ございます。 

事業名、施設費、本年度要求額２，０８４万３，０００円でございます。この予算は、

安定した水供給を実施するため、配水管や給水施設の改築や設備更新を行うための費用を

計上するもので、耐震化計画に基づき、弘法池受水場耐震補強設計業務、西対海地地内の

老朽管布設替工事を実施するものでございます。 

事業名、固定資産購入費、本年度要求額１８８万４，０００円でございます。この予算

は、量水器などの固定資産を購入するものでございまして、量水器購入費用として３８０

個分を計上するものでございます。 
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以上で、水道事業会計予算についての説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。 

よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） ９ページの消費税ですけれど、これほど少なくなるという理由

を教えてください。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 補正予算の方で説明をさせていただきます。補正予算で確

定見込みによって皆減をさせていただいております。それも含めまして、ここ数年来、消

費税が確定申告すると還付というような状況が続いております。 

そういったことから、この予算上で消費税の確定申告額を仮計算したところ、これくら

いの予算規模でもっていけば大丈夫だろうというところで予算計上させていただいている

ところです。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） 結構です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、ご質疑よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員）ご質疑もないようですので、質疑を終わります。 

次に、議案第２７号、木曽岬町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

事務局に説明を求めます。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 議案第２７号、木曽岬町消防団員等公務災害補償条例

の一部を改正する条例の制定について、ご説明させていただきます。 

議案書ですが、木曽岬町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のとお

り定めるものとするというものでございます。 

提案理由でございます。非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を

改正する政令が令和７年４月１日から施行されることに伴い、本条例の補償基礎額につい

て、所要の改正を行うものであり、本条例の一部を改正するには、地方自治法第９６条第

１項第１号の規定により議会の議決を経る必要があることから、この議案書を提出するも

のでございます。 

次に、改正の概略でございます。非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

は、非常勤消防団員や消防作業に従事したもの等に対する、損害補償の額や内容等が定め

られており、具体的な内容につきましては、一般職の職員の給与に関する法律に規定され

ている俸給月額や一般職の地方公務員の補償制度等を参考に定められております。 

今回、一般職の職員の給与に関する法律の改正により、公安職俸給表と扶養手当支給額
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が改定されたことに伴い、令和７年２月２１日に非常勤消防団員等に係る損害補償の基準

を定める政令の一部を改正する政令が公布され、損害補償額の算定基礎となる補償基礎額

が改正されたことから、本条例を改正するものでございます。 

具体的な内容につきましては、新旧対照表にて説明させていただきます。 

第５条第２項において、消防作業従事者等に係る補償基礎額の最低額を９，１００円か

ら９，７００円に、ただし書き中の最高額を１万４，２００円から１万４，５００円に改

め、同条３項において、第１号配偶者に対する加算額を２１７円から１００円に、第２号

子供に対する加算額を３３３円から３８３円に改め、同条第４項において、標記の期間の

表記を特定期間から当該期間に改めるものでございます。 

また、非常勤消防団員と非常勤水防団員の補償基礎額を定める別表について、下線部の

とおり、金額を改めるものでございます。 

施行日につきましては、令和７年４月１日からの施行とするものでございます。 

議案第２７号の説明につきましては以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、ご質疑のある方はご発

言ください。 

ご質疑よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ご質疑もないようですので、質疑を終わります。 

これまで個別に審査し、質疑をいただいて進めてきましたが、最後にこれまで議題とし

ました全ての議案について、再度ご質疑がありましたらご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ご質疑もないようですので、質疑を終結します。 

質疑も出尽くしたと思いますので、これより討論、採決に入ります。 

はじめに、議案第２号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第７号）

についての所管部分に討論があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第２号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第２号
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は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第６号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町下水道事業会計補正予算（第３号）

について、討論があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第６号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第６号

は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第７号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計補正予算（第２号）

について、討論があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第７号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第７号

は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第８号、木曽岬町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて、討論があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 
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これより議案採決に入ります。 

議案第８号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第８号

は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第９号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制

定について、討論があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第９号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第９号

は原案のとおり可決することに決定しました。 

次に、議案第１０号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について、討論があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第１０号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第１０

号は原案のとおり可決することに決定しました。 

次に、議案第１３号、デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定について、討論があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて
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討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第１３号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第１３

号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第１４号、木曽岬町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、討論があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第１４号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第１４

号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第１７号、木曽岬町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定について、

討論があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第１７号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第１７

号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
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次に、議案第１８号、木曽岬町農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、討論があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第１８号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第１８

号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第１９号、木曽岬町水道事業の水道の布設工事監督者を配置する対象工事並

びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、討論があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第１９号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第１９

号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第２０号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算についての所管部

分で討論があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 
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これより議案採決に入ります。 

議案第２０号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第２０

号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第２４号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計予算について、

討論があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第２４号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第２４

号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第２５号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町下水道事業会計予算について、

討論があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第２５号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第２５

号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第２６号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計予算について討論

があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて
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討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第２６号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第２６

号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第２７号、木曽岬町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制

定について討論があります方はご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

ご異議ございませんか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第２７号を原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第２７

号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

ここでお諮りいたします。 

本会議で当委員会での議論並びに決定事項に係る委員会報告書の作成並びに委員会報告

を私、委員長に一任していただくことで、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

異議なしの声がございましたので、私が委員会報告書の作成並びに委員会報告をさせて

いただきます。 

これで本委員会に付託されました１６議案の審査を終わらせていただきます。 

次に、その他の項に移ります。 

本委員会の所管事項等で何かございましたらご発言願います。よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ご発言もないようですので、これにて本日の議事日程は全て

終了いたしました。 
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これをもちまして、本日の総務建設常任委員会を閉会いたします。長時間にわたりご審

査ありがとうございました。 

                            午前１１時３８分閉会    
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